
平成２９年１２月１２日   

 

 近畿弁護士会連合会理事長 殿 

 大 阪 弁 護 士 会 会 長 殿 

 

大阪高等裁判所事務局長 井 上 直 哉 

 

     大阪高等・地方・簡易裁判所庁舎における入庁検査の実施に 

ついて 

 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎において，平成３０年１月９日（火）から

開始予定の入庁検査の実施に伴う各玄関等の運用及び所持品検査の運用の概要を別

添のとおりとすることとしたので，お知らせします。 
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【各玄関等の運用の概要】 

利用可能な門と玄関については，別紙図面のとおりであり，各玄関において以下のとお

り入庁検査（所持品検査，所持品検査除外者の確認等）を行う。 

なお，西門及び東通用門並びに本館西玄関，別館東玄関及び西玄関は常時閉鎖する。 

１ 平日の午前８時１５分から午後５時４５分まで（以下「入庁検査実施時間帯」とい

う。） 

 本館正面玄関（入庁検査実施場所） 

入退館利用可とする。 

 本館東玄関 

職員，所持品検査除外者及び障がい者（介添えを含む。以下，介添えを含めて

「障がい者等」という。）については入退館利用可とし，一般来庁者については退

館のみ利用可とする。 

なお，障がい者等の入館については，東玄関の空きスペースにおいて，警備員等

が棒状金属探知機や接触による検査を行う。ただし，障がい者等が正面玄関での検

査を希望する場合には，同玄関において検査を行う。 

 本館北東玄関 

退館のみ利用可とする。 

なお，障がい者等については，北東玄関の空きスペースにおいて，警備員等が棒

状金属探知機や接触による検査を行うことを前提に入館の利用も可とする。ただし，

障がい者等が正面玄関での検査を希望する場合には，同玄関において検査を行う。 

※ 平成３０年１月９日（火）から同年３月２３日（金）までは，本館と新館通用

口との間の仮設通路となり，その間は，仮設フェンスの東側仮設扉において，本

館北東玄関同様の運用とする。 

 本館北西玄関 

入庁検査実施時間帯は，新館との間の専用通路とする。 

※ 平成３０年３月２３日（金）までは利用できない。 

 別館正面玄関（入庁検査実施場所） 

入退館利用可とする。 

 新館正面玄関（入庁検査実施場所） 

入退館利用可とする。 

２ 入庁検査実施時間帯以外の時間帯 

原則として，夜間通用口のみ利用可とする。 

その際，具体的な入退館の方法等は職員が説明するので，その指示に従う。 

 

【所持品検査の運用の概要】 

１ 所持品検査の実施概要 

所持品検査は，民間警備員（以下「警備員」という。）において，以下のとおり行
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う。 

 所持品検査の実施方法 

金属探知機及びＸ線手荷物検査装置を使用した所持品検査を実施する。 

ア 本館正面玄関 

設置された二つの自動扉のうち西側を一般来庁者入口とし，東側を一般来庁者

の出口及び所持品検査を除外される所持品検査除外者の出入口とする。一般来庁

者入口については，手荷物の有無により更に二つのレーンに仕切った上で，手荷

物のない一般来庁者のレーンにはゲート式金属探知機１台を設置し，手荷物のあ

る一般来庁者のレーンにはゲート式金属探知機及びＸ線手荷物検査装置各１台を

設置して，それぞれ所持品検査を行うほか，必要に応じて棒状金属探知機や接触

による検査を行う。 

イ 別館正面玄関及び新館正面玄関 

一般来庁者の入口専用レーンと，一般来庁者の出口及び所持品検査除外者の出

入口とに分けて，一般来庁者の入口レーンでは，ゲート式金属探知機及びＸ線手

荷物検査装置各１台を設置して所持品検査を行うほか，必要に応じて棒状金属探

知機や接触による検査を行う。 

 所持品検査除外者 

所持品検査除外者は，身分証明書や裁判所が発行する入館許可証などを警備員に

提示することにより所持品検査を受けずに入庁可能とする。 

※ 弁護士会におかれては，身分証明書又は徽章を提示していただくことになる。 

【入庁時の提示書面等】 

     弁護士      身分証明書又は徽章 

     弁護士会職員   身分証明書 

     法律事務所職員  身分証明書 
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